
○補助対象経費
こども食堂を充実させるための経費 （１品１０万未満の物品に限る）

例）遊具、図書、学習教材・機材、楽器など

○補助基準額
１ヵ所あたり上限 ３００千円 （補助率： 10/10以内）
○補助対象団体
こども食堂を運営する社会福祉法人、NPO法人、ボランティア団体や
地域住民団体等 （ただし、「おおいた子ども食堂ネットワーク」加入団体に限る）

※その他補助条件等の詳細は、交付要綱をご確認ください。
県HP ： https://www.pref.oita.jp/soshiki/12480/kodomoshokudo-ouen.html

大分県こども食堂応援補助金

対象経費及び補助額

申請方法

電子申請 にて
お手続きください。
（右記QRコードから申請できます）

電子申請による申請が難しい場合は、
7月１９日（必着）まで右記住所まで提出ください

こどもたちが楽しく遊んだり、学んだりできるように遊具や学習教
材等の購入経費を補助します。

大分県こども・家庭支援課家庭支援班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
☎ 097-506-2704
✉ a12480＠pref.oita.lg.jp

申請について

お問合せ・お申込み先

○申請期限 令和６年７月１９日まで

◆必要書類 ：事業計画書、誓約書、購入予定物品の見積書

※同一店舗及びECサイトで購入予定金額が10万円以上となる場合は、
異なる店舗・ECサイトでの見積書の計 2部ご提出ください。

〇内示
令和６年７月下旬頃（予定）
※申請多数の場合は、全額交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※予算額を超えた場合は、昨年度本補助金を受けていない団体から優先させていただきます。

交付申請手続は、内示後になります。
※申請手続の方法は、内示と併せてご連絡します。

この補助金は、幾留 勲氏（大分市）からいただいた寄附金を財源にしています。

＊電子申請へのアクセスはこちら↓


